
 

第３次宇土市

男女共同参画推進計画

〜ひと(男⼥)・まち・みらい輝きプラン〜

男⼥共同参画社会とは

平成３１年３⽉

 男⼥共同参画社会とは，「男⼥が，社会の対等な構成員として，⾃

らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会

が確保され，もって男⼥が均等に政治的，経済的，社会的及び⽂化

的利益を享受することができ，かつ，共に責任を担うべき社会」で

す。（男⼥共同参画社会基本法第2条）

宇 ⼟ 市











　命の危険を感じるくらい

の暴行を受けた

　医師の治療が必要となる

程度の暴行を受けた

　いやがっているのに性的

な行為を強要された

　何を言っても無視され続

けた

　交友関係や電話（携帯電

話）を細かく監視された

　大声でどなられたり,暴言

を吐かれた

　生活費を渡さないなど,

経済的に押さえつけられた

N=934



　避難所運営の責任者に男女がともに配置され,避

難所運営や被災者対応に男女両方の視点が入ること

　災害対策本部に男女がともに配置され,対策に男

女両方の視点が入ること

　公的施設の備蓄品のニーズ把握,災害時に支給す

る際の配慮

　防災会議に男女がともに参画し,防災計画に男女

両方の視点が入ること

　災害復旧・復興対策計画に男女がともに参画し,計

画に男女両方の視点が入ること

N=934

避難所の設備

災害時の救援医療体制

被災者に対する相談体制

その他
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